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赤穂市しごと創生拠点運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の目的 

 本業務は、赤穂市（以下「発注者」という。）の中心市街地に位置する加里屋まちづ

くり会館を活用して「しごと創生拠点」を創設・運営することにより、地域における

「しごとづくりエコシステム」を形成するとともに、若者や女性をメインターゲット

とした一気通貫の「キャリア支援」を展開するものである。 

 本業務を通じて、民間事業者の持つ専門的なノウハウ・企画力、ネットワーク及び

コーディネート能力を最大限に活用し、創業・起業・新規事業創出、若者・女性の市

内定着・還流を実現することを通じて地域経済の持続的な活性化を図るとともに、中

心市街地活性化の拠点として位置づけられた加里屋まちづくり会館の機能を最大化

することを目的とする。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名  赤穂市しごと創生拠点運営業務委託 

（２）業務場所 市内一円 

（３）業務内容 別添仕様書のとおり 

（４）業務期間 令和８年 10 月１日から令和 11 年３月 31 日まで 

 

３ 見積上限額（税込） 

  見積上限額 51,648,000 円 

※令和８年度から令和 10 年度までの見積額の内訳は以下のとおりとする。 

 【各年度予算額（税込）】 

令和８年度 10,780,000 円 

令和９年度 20,434,000 円 

令和 10 年度 20,434,000 円 

合計 51,648,000 円 

 

４ 選定方法及び契約方法 

本業務は、価格のみによる競争ではなく、専門的な知識・経験等を有する民間事業

者からの提案を広く公募し、プレゼンテーション（ヒアリング）を行って提案内容を

総合的に評価するプロポーザル方式によって受託候補者を特定する。 

また、受託候補者と仕様等について協議を行い、協議が整った時点で当該民間事業

者と随意契約を締結する。 
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５ 参加資格 

本件プロポーザルの参加資格を有する者は、下掲要件を全て満たすものとする。 

（１）過去に類似業務を完了した実績があること。 

（２）公告日から契約締結日までの間、赤穂市から指名停止を受けていない者。 

（３）参加申込において、提出された書類の記載事項に虚偽がない者。 

（４）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４に規定する入札参加者

の資格制限に該当しない者。 

（５）国税及び地方税に滞納がない者。 

（６）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事

再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい

ない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日まで

に裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りではない。 

（７）暴力団（赤穂市暴力団排除条例（平成 24 年赤穂市条例第 11 号）第２条第１号に

規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（赤穂市暴力団排除条例第２条第２号に

規定する暴力団員をいう。）若しくは暴力団密接関係者（赤穂市暴力団排除条例

第２条第３号に規定する暴力団密接関係者をいう。）でない者。 

 

６ 参加申込の手続等 

（１）担当部署 

   赤穂市役所 産業振興部 商工課 

   連絡先 電話 0791-43-6838 メール syoukou@city.ako.lg.jp 

（２）選考スケジュール 

実施要領等の公表 令和８年７月３日(金) 

参加申込書の受付期間 令和８年７月３日(金)から 

令和８年７月 13 日(月)まで 

質問書の受付締切 令和８年７月８日(水) 

質問書に対する回答日  令和８年７月 10 日(金) 

参加資格確認結果通知 

（企画提案者の選定通知） 

令和８年７月 15 日（水） 

企画提案書の受付期間 令和８年７月 17 日(金)から 

令和８年７月 28 日(火)まで 

プレゼンテーション 

（ヒアリング）の実施 

令和８年８月７日(金) 

企画提案書の審査結果通知 令和８年８月 12 日(水) 
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（３）実施要領等の配付期間及び配付場所 

ア 配付期間 

  令和８年７月３日（金）から令和８年７月 13 日(月)まで 

イ 配付場所 

(１)に同じ。 

※赤穂市ホームページからもダウンロードできます。                                                       

（https://www.city.ako.lg.jp/bijinesu/nyusatsu/proposal/index.html） 

７ 参加申込書の作成等 

（１）受付期間 

   令和８年７月３日（金）から令和８年７月 13 日(月)午後５時 15 分まで 

（２）提出場所  

   本実施要領「６ 参加申込の手続等（１）担当部署」に同じ 

（３）提出方法 

   持参又は郵送 

※持参の場合は、受付期間のうち土・日・祝日等（赤穂市の休日を定める条例（平

成３年赤穂市条例第４号）第２条に規定する市の休日）を除く午前８時 30 分

から午後５時 15 分までに持参すること。 

※郵送の場合は、令和８年７月 13 日午後５時 15 分必着とする。 

※提出書類の作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。 

（４）提出書 

   次のア～ケの書類を作成し、各１部を提出してください。 

（エ、オ、カ、キ及びクについては、提出日の３か月前の日以降に発行されたもの

とし、写しでも可とします。） 

ア 参加申込書（様式１） 

イ 業務実績調書（様式任意） 

ウ 財務諸表類（様式任意）（直前１事業年度分） 

貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書。 

（個人の場合は、所得税確定申告書・決算書で代用可。） 

エ 納税証明書（赤穂市税、兵庫県税、国税の完納証明書等） 

  （赤穂市税） 

完納証明書又は滞納なし証明書（本社又は受任者の所在地が赤穂市内の場

合のみ） 

（兵庫県税） 

未納若しくは滞納がないことを証明したもの（納税証明書⑵又は⑶）（本社

又は受任者の所在地が兵庫県内の場合のみ） 
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 ※納税証明書⑵ 未納の税額がないことを証明したもの 

 ※納税証明書⑶ 滞納の税額がないことを証明したもの 

（国税） 

納税証明書は（その３の３）（個人の場合は（その３の２））とし、電子納

税証明書の提出も可 

 ※納税証明書（その３の３） 法人税と消費税及地方消費税に未納の税

額がないことを証明したもの（法人用） 

 ※納税証明書（その３の２） 申告所得税及復興特別所得税と消費税及

地方消費税に未納の税額がないことを

証明したもの（個人用） 

オ 履歴事項全部証明書（商業登記簿謄本）（法人の場合） 

カ 代表者の住民票の写し（個人の場合） 

キ 印鑑証明書 

ク 委任状（様式２）（契約締結等に関する権限を支店長、営業所長等に委任す 

 る場合） 

ケ 役員等調書及び照会承諾書（様式３） 

 

８ プロポーザル参加資格の確認（企画提案者の選定） 

提出された参加申込書をもとに参加資格の確認を行う。 

（１）参加資格確認結果の通知  

   令和８年７月 15 日（水） 

※参加申込者全員に参加資格確認結果通知書（様式４）により通知する。 

（２）参加資格確認結果の公表 

   参加資格確認結果については赤穂市ホームページに公表する。 

（３）参加申込者が１者のみ又はいない場合の取扱い 

  ア 参加申込者が１者の場合は、当該１者について、参加資格の確認を行う。 

  イ 参加申込者がいない場合は、本件プロポーザルを取りやめる。 

  

９ 質問及び回答 

企画提案書の作成等に関する質問がある場合は、質問書（様式任意）を提出すること。 

（１）受付期間 

   令和８年７月３日（金）から令和８年７月８日(水)午後５時 15 分まで 

（２）提出先   

   本実施要領「６ 参加申込の手続等（１）担当部署」に同じ 

（３）提出方法 

   持参又は電子メール 
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（４）回答方法 

   令和８年７月 10 日(金)までに全ての参加申込者へ電子メールで送付する。 

 

10 企画提案書の作成等 

（１）受付期間 

   令和８年７月 17 日(金)から令和８年７月 28 日(火)午後５時 15 分まで 

（２）提出場所 

   本実施要領「６ 参加申込の手続等（１）担当部署」に同じ 

（３）提出方法 

   持参又は郵送 

※持参の場合は、受付期間のうち土・日・祝日等（赤穂市の休日を定める条例（平

成３年赤穂市条例第４号）第２条に規定する市の休日）を除く午前８時 30 分

から午後５時 15 分までに持参すること。 

※郵送の場合は、令和８年 7 月 28 日(火)午後５時 15 分必着とする。 

※提出書類の作成及び提出に要する費用は提出者の負担とする。 

（４）提出書類及び部数 

本業務への提案者は、本実施要領「１１ 企画提案書の評価及び評価基準」及び

別紙「赤穂市しごと創生拠点運営業務委託仕様書」を参考に、次に掲げる書類で構

成し、それぞれの項目ごとに各部①②の順に並べて提出すること。 

なお、提出部数は正本１部、副本８部とする。（押印不要） 

    ①企画提案書（様式任意） 

    ②参考見積書（様式５） 

  

11 企画提案書の評価及び評価基準 

提出された企画提案書をもとに赤穂市しごと創生拠点運営業務委託に係る赤穂市プ

ロポーザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）で評価を行う。 

なお、企画提案書を提出した者が多数の場合は、事務局が本実施要領「（別紙）評価

基準・評価項目」に従って１次審査を行い、点数の高い上位４者程度にプレゼンテーシ

ョンを認めるものとし、１次審査の結果は令和８年７月 29 日(水)にメールにて通知す

る。 

（１）プレゼンテーションの実施 

ア 実施日  

  令和８年８月７日（金） 

イ プレゼンテーション時間 

  30 分以内（説明 20 分以内、質疑応答 10 分程度） 

  ※プレゼンテーションの順番は、企画提案書の受付順とする。 
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  ※企画提案者の数によっては、プレゼンテーション時間を変更することがあ

るが、その場合は別途通知する。 

ウ 出席人数 

  ３名まで 

エ 使用資料 

  プレゼンテーションで使用するのは、企画提案資料及びその投影のみとし、

追加資料の配布、投影は認めない。 

※プレゼンテーションに関する詳細については、本実施要領「８ プロポーザ

ル参加資格の確認（企画提案者の選定）（１）参加資格確認結果の通知」時に

別途通知する。 

（２）評価基準・評価項目 

   別紙「評価基準・評価項目」のとおりとする。 

（３）受託候補者の特定 

審査委員会における評価が最も高い順に、市長が本業務の受託候補者１名、次順

位者１名を特定する。  

（４）審査結果の通知  

   令和８年８月 12 日(水) 

※企画提案者全員に審査結果通知書（様式６）により通知する。 

なお、特定者に対する採用通知は、審査の結果、受託候補者として特定された

事実を通知するものであり、業務の受注者として決定したものではない。 

通知後、赤穂市と受託候補者との間で契約締結に向けた協議を行う。 

（５）不採用理由に関する事項 

ア 審査結果通知書（様式６）により不採用通知を受けた者は、通知をした日の

翌日から起算して 14 日以内に書面（様式任意）により、市長に対して不採用

理由の説明を求めることができる。 

イ アの回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以

内に書面によって行う。 

ウ 不採用理由の説明請求の受付場所等は次のとおり。 

（ア）受付場所 本実施要領「６ 参加申込の手続等（１）担当部署」に同じ 

（イ）受付時間 午前８時 30 分から午後５時 15 分まで 

（ウ）受付方法 持参又は電子メール 

（６）審査結果の公表 

審査結果については、契約締結後に、赤穂市ホームページに公表する。 

（７）企画提案者が１者のみ又は参加申込があったが、辞退し、企画提案者がいない場

合の取扱い 

ア 企画提案者が１者のみの場合は、当該１者について、審査委員会において受
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託候補者としての適否を審査する。 

イ 企画提案者がいない場合は、本件プロポーザルを取り止める。 

 

12 契約の締結 

（１）本業務の契約は、審査委員会を経て市長が特定した受託候補者と、業務内容につ

いて協議等を行って仕様書の内容を確定した後に、契約を締結するものとする。 

（２）仕様書の確定に際しては、提案された内容が基本となるが、受託候補者と赤穂市

との協議により、必要に応じて内容を変更した上で契約を締結するため、契約額が

企画提案時に提出した見積書の額と同額になるとは限らない。 

（３）市長が特定した受託候補者と契約が締結できなかった場合又は失格条件に該当す

ると認められた場合には、次点の企画提案者と契約交渉を行うものとする。 

 

13 失格条件 

次に掲げるいずれかに該当した場合は、失格とする。 

（１）提出書類が提出期限を過ぎて提出された場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）見積上限額を超えた見積書を提出した場合 

（４）評価及び審査の公平性を害する行為があったと市長が認めた場合 

（５）実施要領の内容に違反すると市長が認めた場合 

（６）その他市の指示に違反する場合 等 

 

14 その他の留意事項 

（１）業務の実績等については、日本国内での業務の実績等のみを認める。 

（２）参加申込書を提出しなかった場合又は参加資格がない旨の通知を受けた場合は、

企画提案書を提出できないものとする。 

（３）参加申込書及び企画提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーション（ヒアリン

グ）等に要する費用等は、全て参加申込者又は企画提案者の負担とする。 

（４）提出書類は返却しない。 

（５）提出された企画提案書類の著作権は、企画提案者に帰属するものとする。 

（６）提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他

日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法

又は維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、全て参加申込者又は

企画提案者が負うものとする。 

（７）提出書類は、受託候補者の選定以外に参加申込者又は企画提案者に無断で使用し

ない。なお、選定に必要な範囲において複製をすることがある。 

（８）参加申込者又は企画提案者は、複数の参加申込書及び企画提案書を提出すること
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はできない。 

（９）提出期限以降における提出書類の差替及び再提出は認めない。 

（10）提出書類は、赤穂市情報公開条例（平成 17 年赤穂市条例第２号）に基づく情報

公開請求の対象となる。 

ただし、受注者以外から提出された企画提案書は対象外とする。 

（11）参加申込書の提出後に辞退をする場合は、辞退届（様式任意）を担当課に持参又

は郵送により提出すること。 

（12）参加申込者又は企画提案者及びその関係者は、審査委員会の委員に接触すること

を禁止し、接触の事実が認められた場合には、失格とすることがある。 

（13）本業務は、プロポーザル方式により受託候補者を特定するものであるため、具体

的な業務内容は企画提案書に記載された内容を反映しつつ赤穂市との協議に基

づいて決定するものとする。 

（14）受注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、赤穂市

は契約を解除できるものとする。 

この場合、市に生じた損害は受注者が賠償するものとする。 

（15）今後の社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力等により、事業計画の変更

または中止する場合がある。 

この場合、参加申込者又は企画提案者に対して赤穂市は一切の責任を負わないも

のとする。 

（16）参加申込者又は企画提案者は、参加申込書の提出をもって、実施要領等の記載内

容に同意したものとする。 
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（別紙）評価基準・評価項目 

 本審査にあたっては、次の評価基準・評価項目により、それぞれの企画提案者の提案を事務

局審査 40 点、審査委員会審査 60 点の合計 100 点で提案内容を評価することとし、そのうち最

も点数の高い１名を受託候補者とし、次順位１名を特定することとする。 

評価項目 評価の視点・判断基準 配点 

企

画

提

案

者

の

組

織

評

価 

業務実績 

(実施内容) 

企画提案者が実施した同種・類似業務のうち、実施内容に係る実績（創

業・起業・新規事業展開支援業務、若者・女性のキャリア支援業務等に

代表される地方創生関連業務の実績等）から、当該業務を遂行するた

めに必要な知識や経験の有無を評価する。 

⑴ 概ね過去５年に完了した同種・類似の業務実績について評価す

る。 

⑵ 件数だけではなく、業務の内容・成果が当該業務にふさわしいか

等を総合的に評価する。 

20点 

業務実績 

(拠点運営) 

本業務委託が加里屋まちづくり会館という公共施設で実施される点に

鑑み、公共施設をはじめとした各種拠点での運営に係る実績から、当

該業務を遂行するために必要な知識や経験の有無を評価する。 

⑴ 概ね過去５年に完了した同種・類似の業務実績について評価す

る。 

⑵ 件数だけではなく、業務の内容・成果が当該業務にふさわしいか

等を総合的に評価する。 

10点 

実施体制 当該業務の担当者数や配置、構成等から適切な業務を提供できる実施

体制となっているかを評価する。 

10点 

提

案

内

容

評

価 

企画提案書

の内容等 

業務理解度と

熱意 

赤穂市の現状（中心市街地の現状、若者・女性の動向、

産業構造等）を踏まえた課題を的確に捉え、市の目指

すビジョンを深く理解した熱意ある提案となっている

か評価する。 

10点 

しごとづくり

エコシステム

の形成・運営

の具体策 

地域に新しい挑戦を呼び込むことを目指し、単なる事

務的支援の場ではなく、人が集い、交わり、アイデア

が形になる場の形成・運営を行い、「人としごとが循環

する仕組み」を構築する実現性ある提案となっている

か評価する。 

20点 

キャリア支援

の具体策 

メインターゲットとなる若者・女性の潜在的ニーズに

訴求し、相談からリスキリング、案件とのマッチング

までを一気通貫に支援する動線設計が具体的に描かれ

ている提案となっているか評価する。 

20点 

拠点運営 本業務委託が加里屋まちづくり会館という公共施設で 10点 

事
務
局
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査 
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実施される点に鑑み、公共施設をはじめとした各種拠

点での運営に係る実績から、当該業務を遂行するため

に必要な知識や経験の有無を評価する。 

⑴ 概ね過去５年に完了した同種・類似の業務実績に

ついて評価する。 

⑵ 件数だけではなく、業務の内容・成果が当該業務

にふさわしいか等を総合的に評価する。 
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